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資料 

４－１ 

徳島県保健福祉部医療政策課 

再検証対象医療機関の検討状況について 



○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。 

  具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。    

    ① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割 

    ② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数 

   ⇒平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。 
 

○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定し、平成29年度中に協議すること。 

    ⇒協議の際は、構想区域の医療需要や現状の病床稼働率、民間医療機関との役割分担などを踏まえ公立病院、公的病院でなけ  
れば担えない分野へ重点化されているかどうかについて確認すること。 

 

○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議すること。 
 

○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。 

「地域医療構想の進め方について」※のポイント 

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】 

地域医療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有 

○ 都道府県は、個別の医療機関ごと（病棟ごと）に、以下の内容を提示すること。 

   ①医療機能や診療実績   ②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況 

   ③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など 

地域医療構想調整会議の運営 

○ 都道府県は、構想区域の実情を踏まえながら、年間スケジュールを計画し、年４回は地域医療構想調整会議を実施すること。 
 

○ 医療機関同士の意見交換や個別相談などの場を組合せながら、より多くの医療機関の主体的な参画が得られるよう進めること。 

地域医療構想調整会議の協議事項 

【その他】 

○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。 

 ・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関  ・開設者を変更する医療機関 

※ 平成30年2月7日付け医政地発0207第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知 
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地域医療構想の実現に向けたこれまでの取組について 

１．これまでの取り組み 

○ これまで、2017年度、2018年度の２年間を集中的な検討期間とし、公立・公的医療機関等
においては地域の民間医療機関では担うことのできない医療機能に重点化するよう医療機能を
見直し、これを達成するための再編統合の議論を進めるように要請した。 

○ 公立・公的医療機関等でなければ担えない機能として、「新公立病院改革ガイドライン」や 

 「経済財政運営と改革の基本方針2018」においてはそれぞれ、 

 ア 高度急性期・急性期機能や不採算部門、過疎地等の医療提供等 

 イ 山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の提供 

 ウ 救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供 

 エ 県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高度・ 

   先進医療の提供 

 オ 研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能 

 が挙げられている。 
○ 2018年度末までに全ての公立・公的医療機関等における具体的対応方針が地域医療構想 

調整会議で合意されるよう取組を推進。 

公立・公的医療機関等に関する議論の状況 

議論継続中 

（病床ベース） 

新公立病院改革 
プラン対象病院 

公的医療機関等2025
プラン対象病院 

機能分化連携のイメージ（奈良県南和構想区域） 

 医療機能が低下している３つの救急病院を１つの救急病院（急性期） 
と２つの回復期／慢性期病院に再編し、ダウンサイジング 

機能再編 
+ 

ダウンサイジング 

急性期275床 

急性期199床 

急性期98床 

急性期232床 

回復期／慢性期90床 

回復期／慢性期96床 

418床 
(▲154床） 

572床 

医師数 

年間救急車受入件数 

48.4人 

2,086件 4,104件（1.97倍） 

60.8人（1.26倍） 

（３病院計） 

 機能集約化により医師一人当たりの救急受入件数が増え、地域全体の医
療機能の強化、効率化が促進された 

地域医療構想の実現のための推進策 

2019年３月末 

○ 病床機能報告における定量的基準の導入 

（36都道府県、79名（平成31年３月）） 

・調整会議における議論の支援、ファシリテート 

・都道府県が行うデータ分析の支援 等 

手術、重症患者に対
する治療等の実績が
全くない病棟  

3.6万床 

【2018～】基準の導入により、 

高度急性期・急性期の選択不可 

【従前】 

高度急性期 

急性期 （2017） 

 2018年10月からの病床機能報
告において診療実績に着目し
た報告がなされるよう定量的
基準を明確化し、実績のない
高度急性期・急性期病棟を適
正化 

○ 2018年６月より地域医療構想アドバイザーを任命 

○ 2018年６月より都道府県単位の地域医療構想調整会議の設置 

合意済み 

95% 

議論継続中 5% 2% 

合意済み 

98% 

○ 介護医療院を創設し、介護療養・医療療養病床からの転換を促進 

第３２回社会保障WG 
（令和元年５月２３日） 資料

１－１ 
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 公立病院 

対象病院数 １１病院 合意済み１１病院 合意率１００％ 

（対象病床数 1,705床 合意済み 1,705床 合意率100％）    

 公的病院 

対象病院数  ８病院 合意済み ６病院 合意率７５％ 

（対象病床数 2,623床 合意済み 2,013床 合意率76.7％） 

 合計 

対象病院数 １９病院 合意済み１７病院 合意率８９．５％ 

（対象病床数 4,328床 合意済み 3,718床 合意率85.9％） 

 協議中 

国立病院機構徳島病院 

国立病院機構東徳島医療センター  
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公立・公的病院の2025年に向けた具体的対応方針の合意状況 



医政局地域医療計画課調べ（精査中） 

公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針の集計結果 

9,937  8,637  
14,312  20,162  

114,785  108,568  

35,389  36,253  

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

公立病院 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

ｰ 6,217床 
(-5.4%) 

 

+ 5,850床 
(+40.9%) 

-1,300床 
 (-13.1%) 

※１ 具体的対応方針策定前の病床数として、2017年度病床機能報告を用いた。 
※２ 合意に至っていない公立病院・公的医療機関等の病床数は除いて集計。 

23,617  23,240  
18,710  24,555  

151,822  150,868  

108,144  104,632  

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

公的医療機関等 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

302,293床 + 1 , 0 0 2床 

ｰ 3,512床 
(-3.2%) 

ｰ 954床 
(-0.6%) 

+ 5,845床
(+31.2%) 

ｰ 377床 
(-1.6%) 

174,423床 173,620床 303,295床 

+ 864床 
(+2.4%) 

ｰ 803床 

○ 高度急性期・急性期病床の削減は数％に留まり、「急性期」からの転換が進んでいない。 
○ トータルの病床数は横ばい。 
 → 具体的対応方針の合意内容が地域医療構想の実現に沿ったものになっていないのではないか。 

2017年度の病床機能報告と具体的対応方針（2025年度見込）の比較 （参考）構想区域ごとの状況 

病床数が減少する合意を 
行った構想区域数 
 
公立分   113 区域 
公的等分  115 区域 
民間分   131 区域 

2017年度 2017年度 2025年見込み 2025年見込み 

○ 2015年度病床数と2025年の病床の必要量を比較すると、「高度急性期+急性期+回復期」の全国の病床数合計
は、89.6万床→90.7万床と増加する。 

○ 公立病院・公的医療機関等の病床のうち、93％※は、高度急性期・急性期・回復期であり、具体的対応方針における
2025年のトータルの病床数見込みの評価は慎重に行う必要がある。 
※2015年度ベース 
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       地域医療構想の実現に向けたさらなる取組について 

  分析項目ごとに診療実績等の一定の指標を設定し、当該医療機関でなければ担えないものに重点化されているか分析する。 

重点化が不十分な場合、他の医療機関による代替可能性があるとする。 

 A 各分析項目について、診療実績が特に少ない。 

 B 各分析項目について、構想区域内に、一定数以上の診療実績を有する医療機関が２つ以上あり、かつ、お互いの所在地が近接
している。 

２．今後の取り組み 

 - 合意形成された具体的対応方針の検証と構想の実現に向けた更なる対策 

○ 2019年年央までに各医療機関の診療実績データを分析し、公立・公的医療機関等の役割が当該医療機関でなければ
担えないものに重点化されているか、合意された具体的対応方針を検証し、地域医療構想の実現に必要な協議を促進。 

○ 今後、2019年年央までに、全ての医療機関の診療実績データ分析を完了し、 「診療実績が少ない」 または「診療実績が類似してい
る」と位置付けられた公立・公的医療機関等に対して、構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向等を踏まえつつ、医師
の働き方改革の方向性も加味して、当該医療機能の他の医療機関への統合や他の病院との再編統合について、地域医療構想調整会議で
協議し改めて合意を得るように要請する予定。 

分析内容 

分析のイメージ 

類似の診療実績 

診療実績が少ない 

A
病
院 

B
病
院 

C
病
院 

D
病
院 

①診療実績のデータ分析 
（領域等（例：がん、救急等）ごと） 

民間 

公立・公的等 

②地理的条件の確認 

A 

B 

C D 

類似の診療実績がある場合のう
ち、近接している場合を確認 

③分析結果を踏まえた地域医療 

 構想調整会議における検証 

同一構想区域 

近接 遠隔 

①及び②により 
「代替可能性あり」
とされた公立・公的
医療機関等 

地域医療構想調整会議 

医療機関の診療実績や 

将来の医療需要の動向等を踏まえ、 

医師の働き方改革の方向性も加味して、 

○ 代替可能性のある機能の他の医療機関 

 への統合 

○ 病院の再編統合 

について具体的な協議・再度の合意を要請 

第22回地域医療構想に関するWG 

（令和元年６月21日） 資料１ 
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具体的対応方針の再検証における「再編統合」とは 

○ 地域医療構想の実現に向けては、各地域において住民に必要な医療を、質が高く効率
的な形で不足なく提供できているかどうか、という視点の議論が不可欠である。 

 
○ また、具体的対応方針の再検証を行うにあたっては、地域医療構想調整会議の活性化
が不可欠であり、それにより、地域の実情に応じた医療提供体制の構築が一層推進され
ると考えられる。 

 
○ これらのことから、地域の医療提供体制の現状や将来像を踏まえつつ、個々の医療機
関の医療提供内容の見直しを行う際には、 
・医療の効率化の観点から、ダウンサイジングや、機能の分化・連携、集約化 
・不足ない医療提供の観点から、機能転換・連携 

等を念頭に検討を進めることが重要である。 
（これらの選択肢が全て「再編統合」に含まれると解する。） 

 
○ そのため、「再編統合の必要性について特に議論が必要な公立・公的医療機関等」

(「再検証対象医療機関」とする。)とされた医療機関が行う具体的対応については、地
域の他の医療機関等と協議・合意の上で行う上記の選択肢全てがとりうる選択肢とな
る。 
※ 一部の公立・公的医療機関等が、地域のその他の医療機関との連携のあり方を考慮することなく医療機関同

士を統合することにより、その他の医療機関の医療提供のあり方に不適切な影響を与えることがないよう、
将来の医療提供体制について、関係者を含めた十分な協議を行うことが重要である。 
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A：診療実績が特に少ない A
該
当
数 

B：類似かつ近接 B
該
当
数 

再検証
要請対
象医療
機関 

が
ん 

心血
管疾
患 

脳
卒
中 

救
急 

小
児 

周
産
期 

災
害 

へ
き
地 

研修・
派遣 

が
ん 

心血
管疾
患 

脳
卒
中 

救
急 

小
児 

周
産
期 

徳島大学病院 ● ● ● ３ ● ● ２ 

県立中央病院 ● １ ● ● ２ 

徳島市民病院 ● ● ● ３ ● ● ● ３ 

徳島県鳴門病院 ● ● ● ３ ● ● ● ● ● ５ 

吉野川医療センター ● ● ● ３ ● １ 

阿波病院 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ９ ● ● ● ● ● ● ６ ● 

東徳島医療センター ● ● ● ● ● ● ● ● ８ ● ● ● ● ● ● ６ ● 

徳島赤十字病院 ０ ０ 

阿南共栄病院 ● ● ● ● ４ ● ● ● ● ● ５ ※廃止 

阿南中央病院 ● ● ● ● ● ● ● ７ ● ● ● ● ● ● ６ ●※廃止 

勝浦病院 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ９ ● ● ● ● ● ● ６ ● 

上那賀病院 ● ● ● ● ● ● ● ● ８ ● ● ● ● ４ 

県立海部病院 ● ● ● ● ● ● ６ ● ● ● ● ４ 

海南病院 ● ● ● ● ● ● ● ● ８ ● ● ● ● ● ● ６ ● 

県立三好病院 ● ● ● ● ４ ● ● ２ 

町立半田病院 ● ● ● ● ４ ● ● ● ● ４ 

※高度急性期・急性期病床を有する公立・公的医療機関が対象。A該当数が９又はB該当数が６のものを再検証要請対象とする 9 



再検証対象医療機関の検討状況 
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海南病院 

令和元年11月26日に海南病院改革検討委員会を設置し検討。令和2年11月24日までに6回開催し、町
の方針を決定済み。 

※本調整会議において、再検証後の具体的対応方針について、海南病院から御説明いただく。 

勝浦病院 

平成31年3月14日に第2回南部地域医療構想調整会議で勝浦病院が示した具体的対応方針を「病床10

床削減及び急性期病床25床を回復期20床、慢性期5床へ転換」から「病床10床削減及び急性期25床を
回復期へ転換」に変更し、病院改築。 

※令和2年6月に開催された南部地域医療構想調整会議（書面開催）で合意済み。 


